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１ 目的 

モニタリングポストオンラインシステム（以下、「本システム」という。）は、徳島

県内の４か所（徳島局、鳴門局、美波局、三好局）に設置されているモニタリングポス

トのデータを収集し、国が管理しているサーバに送信する役割を担っている。 

本システムは全面更新から 6 年が経過し老朽化が進んでいるため、安定稼働及び機能

維持・向上を図ることを目的に更新を行う。 

 

２ システムの構成 

本システムの基本的な構成図を別紙１に示す。 

 

３ 購入物品 

    購入物品は、８に定める仕様を満たすものとする。 

なお、本仕様書は、基本的事項を記載したものであり、本仕様書に指示又は記載のな 

い事項であっても、必要と認められるものについては全て実装し、システム及び機器の 

 機能条件を十分に満足させること。 

 

局名 購入物品 

徳島局
 

（県収集サーバ）
 

 

サーバ本体、ソフトウェア、ファイアウォール、インターネッ

トルーター、VPN ルーター、ディスプレイ、プリンタ、警報装

置、時刻補正装置 、無停電電源装置  各１台 

徳島局
 

 

送信機本体、ソフトウェア、ディスプレイ、無停電電源装置 

各１台 

鳴門局
 

 

送信機本体、ソフトウェア、VPN ルーター、ディスプレイ、 

無停電電源装置     各１台 

美波局
 

 

送信機本体、ソフトウェア、VPN ルーター、ディスプレイ、 

無停電電源装置     各１台 

三好局
 

 

送信機本体、ソフトウェア、VPN ルーター、ディスプレイ、 

無停電電源装置     各１台 

 

４ 納入場所 

局名 設置場所 所在地 

徳島局 

（県収集サーバ） 

保健製薬環境センター
 

 

徳島市新蔵町 3 丁目 80
 

 

徳島局 徳島保健所 徳島市新蔵町 3 丁目 80 

鳴門局 鳴門合同庁舎 鳴門市撫養町立岩字七枚 128 

美波局 南部総合県民局美波庁舎 海部郡美波町奥河内字弁財天 17-1 

三好局 三好市池田総合体育館 三好市池田町字マチ 2551-1 

 

５ 納入期限 

  令和８年１月３０日   
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６ 提出書類 

 受注者は以下のとおり、関係書類を日本語で作成の上、紙媒体及び電子媒体（CD-R 又

は DVD-R 等）で提出すること。なお、電子ファイルの形式は徳島県立保健製薬環境セン 

ターの担当職員（以下、「担当職員」という。）と協議の上決定すること。 

分類 名称 部数 提出時期 

全体管理 

 

業務計画書 

（工程表、整備体制表等） 

各２部
 

 

契約後速やかに
 

 

 

設 計 

 

ハードウェア仕様書 

（機器諸元、機器仕様等） 

各２部
 

   

製作前（設計後速やかに）
 

 

ソフトウェア仕様書 各２部 製作前（設計後速やかに） 

操作教育 操作マニュアル 必要部数 操作教育時 

その他 

 

 

 

 

完成図書 

（機器一覧表、各種仕様書、各種

機器取扱説明書、機器設定書、Ｉ

Ｐアドレス一覧、作業写真等） 

 

各２部
 

 

 

本更新作業完了時 

（図書の内容は、県と協議

の上、決定するものとす

る。） 

その他、県が必要と認める書類 必要部数 別途県が指定する期限 

 

７ 適用法令等 

本システムの設計、設置等にあたっては、本仕様書によるほか、次の関係法令等の規

定及び規格等によるか、又はこれに準ずるものとする。 

（１）電気通信事業法及び関係法令 

（２）有線電気通信法及び関係法令 

（３）電気設備に関する技術基準 

（４）日本産業規格（ＪＩＳ） 

（５）日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） 

（６）電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

（７）放射能測定法シリーズ（文部科学省及び原子力規制委員会） 

（８）その他、県が必要と認める関係法令 

 

８ 仕様 

（１）県収集サーバ（24 時間稼働仕様） 

サーバ本体 数量 

 CPU Intel Xeon E-2414 同等以上  

 

 

 

１ 

 

 

 OS 

 

 

Windows11pro、Windows server2022、Linux 等、稼働実

績があり、納品後 5 年間のサポート期限が保証された

OS であること。 

 メモリ 16GB 以上 

 ストレージ（SSD） 500GB 以上 

 RAID コントローラー RAID1（ミラーリング搭載） 
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 インターフェース 1000Base-T×2 以上 、USB3.x×2 以上  

  電源スイッチ 誤操作防止のロック機構等を設けること。 

ソフトウェア 数量 

 データ収集・転送機能 

 

 

 

 

 

 

各測定局の送信機から測定データ（線量率及び計数率

の 1 分間値及び 10 分間値）を収集し、線量率及び計数

率の 10 分間値をポストごとに指定フォーマットの CSV

ファイルとして指定の宛先に 10 分間に 1 回ファイル転

送を行うこと。なお、ファイル転送には FTP プロトコ

ルを用いること。また、ファイル名及びフォーマット

は別紙 2 のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 警報発令 

 

 

 

測定データの状態コードを読み取り、正常値以外（デ

ータ欠測時含む。）の場合、直ちに警報を発令する。

なお、警報の種類は、機器異常、調整中及び高線量の 3

種類とする。 

 メール通報機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報が発生した場合に、あらかじめ登録されたメール

アドレスに通報できること。 

・メールアドレスは 50 件以上登録できること。 

・測定局及び警報項目毎に、メール通報の有無が設定 

可能なこと。 

・通報内容、通報連絡先、高線量値、データ欠測継続 

時間は担当職員が編集可能なこと。 

・同一警報が発生し続けた場合の重複通報の有無が設 

定できること。 

・テストメール送信機能があること。 

 データ保存機能 

 

測定データを 365 日分以上自動保存する機能を有する

こと。 

 データ表示機能 各局の線量率の 10 分間値が表示できること。 

 時刻補正 

 

1 日 1 回以上、時刻補正装置から情報を取得し、時刻補

正を行うこと。 

 ログ管理 

 

 

本ソフトウェアを起動してから終了するまでの動作内

容をログファイルに出力し、県収集サーバに保存がで

きること。 

 セキュリティ 

 （ユーザ認証・不正ア

クセス防止） 

 

 

本システムのログインは、ID、パスワードによるユー

ザ認証を行うこと。また、利用者 ID 及び、管理者 ID

による機能のアクセス制御を行い、アクセス記録を取

得すること。なお、パスワードは担当職員が任意のも

のに変更することができること。 

 セキュリティ 

 （ウイルス対策） 

 

ウイルス対策ソフトを導入すること。なお、ウイルス

定義ファイルの更新は、インターネットを介して自動

でアップデートを行う方法及び保守サービスによりオ
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ンラインでアップデートを行う方法の両方が選択可能

であること。 

 

 

ファイアウォール                       数量 

 機器 

 

 

ファイアウォール専用機であること。 

（汎用の OS にﾌｧｲｱｳｫｰﾙｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝをｲﾝｽﾄｰﾙしたものは

不可） 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 インターフェース 10/100/1000BASE-T×4 以上 

 ﾌｧｲｱｳｫｰﾙｽﾙｰﾌﾟｯﾄ 10/10/6Gbps（1518/512/64 ﾊﾞｲﾄ UDP ﾊﾟｹｯﾄ）以上  

 ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ同時ｾｯｼｮﾝ 500,000 以上 

 ﾌｧｲｱｳｫｰﾙﾙﾎﾟﾘｼｰ 5,000 以上 

 性能 

 

 

Web フィルタリング、情報漏洩対策、脆弱性スキャン

等を備えた、統合的なネットワークセキュリティ機能

を有すること。 

インターネットルーター、VPN ルーター 数量 

 インターフェース 

 

LAN ポート 10/100/1000BASE-T×4 以上 

WAN ポート 10/100/1000BASE-T×1 以上 

 

 

各１ 

 

 

 

 スループット 1.5Gbit/s 以上 

 RAM 256MB 以上 

 対応回線 

 

FTTH（光ファイバー）、IP-VPN 網、広域イーサネット

網、携帯電話網 

ディスプレイ 数量 

 モニター 21 インチ以上 １
 

  最大表示解像度 FHD 以上 

プリンタ             数量 

 最大用紙サイズ A4 用紙 １
 

  両面印刷 自動両面搭載 

警報装置               数量 

 性能 

 

 

警報を検知光及び音で知らせること。 

なお、検知光は、機器異常、調整中及び高線量の区別

ができること。 

 

１ 

 

時刻補正装置（GPS タイムサーバ）           数量 

 性能 

 

GPS から時刻情報を取得し、ネットワーク機器及びシ

ステム機器などへ時刻情報を提供できること。 

 

１ 

  内部時計精度 ±1 ミリ秒以内（GPS 衛星電波の正常受信時） 

無停電電源装置 数量 

 性能 

 

 

停電時に 5 分以上供給可能で、自動シャットダウンで

きること。また、無停止バイパス機能を装備している

こと。 

 

１ 

 

  出力容量 1000VA 以上 
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（２）徳島局送信機、鳴門局送信機、美波局送信機、三好局送信機（24 時間稼働仕様） 

送信機本体  数量 

 CPU 送信機の機能が実行できる性能を有すること。  

 

 

４ 

 

 

 OS 

 

送信機の機能が実行できる OS を備え、納品後 5 年間の

サポート期限が保証された OS であること。 

 メモリ 4GB 以上 

 ストレージ 32GB 以上 

 インターフェース 1000Base-T×2 以上 、USB×4 以上 

ソフトウェア 数量 

 データ送信機能 

 

 

 

モニタリングポスト（徳島局：アロカ(株)製 MAR-23、

鳴門局、美波局、三好局：応用光研工業(株)製 FND-303）

からデータを収集し、県収集サーバの中の指定場所に

FTP で送信すること。 

 

 

 

 

 

 

 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 リトライ機能 

 

 

通信エラー等により送信できなかった場合は、通信の

復帰後、通常の送信に合わせて、送信できなかったデ

ータから直近のデータまでを送信すること。 

 データ保存機能 

 

常時、直近 72 時間の計測データを保持し、リトライ時

に送信可能であること。 

 時刻補正 

 

1 日 1 回以上、時刻補正装置又は県収集サーバから時刻

を取得し、時刻補正を行うこと。 

 ログ管理 

 

 

本ソフトウェアを起動してから終了するまでの動作内

容をログファイルに出力し、送信機に保存ができるこ

と。 

VPN ルーター 数量 

 インターフェース 

 

LAN ポート 10/100/1000BASE-T×4 以上 

WAN ポート 10/100/1000BASE-T×1 以上 

 

 

３
 

 

 

 

 スループット 1.5Gbit/s 以上 

 RAM 256MB 以上 

 対応回線 

 

FTTH（光ファイバー）、IP-VPN 網、広域イーサネット

網、携帯電話網 

ディスプレイ  数量 

 モニター 

 

徳島局、鳴門局、三好局：17 インチ以上 

美波局：8 インチ   

 

４
 

 

 

 最大表示解像度 

 

徳島局、鳴門局、三好局：SXGA 以上  

美波局：SVGA 以上 

無停電電源装置  数量 

 性能 

 

 

停電時に 5 分以上供給可能で、自動シャットダウンで

きること。また、無停止バイパス機能を装備している

こと。 

 

４ 

 

  出力容量 750VA 以上 
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９ 留意事項 

（１）既設のシステムからの更新については、できる限り早期に設置、接続作業を完了さ 

  せ、更新作業を行うにあたって生じる欠測時間を最小限にすること。 

（２）本システムの構築にあたり、特許権、著作権その他の第三者の権利の対象となる製 

   造方法あるいは意匠等を利用する場合は、受託者はこれらの権利使用に関する一切 

   の責任を負うこと。 

（３）既設の県収集サーバから既存データを取り出し、新設する県収集サーバに保存する 

  こと。 

（４）納入場所の指定箇所で据付、接続及び調整等を行い、モニタリングポストのデータ 

  収集及び国の収集サーバへのデータ転送等が適正に行われていることを確認するこ 

  と。 

（５）停電後の電源復帰の際、自動的に電源切断前の状態に復帰し、測定を続行できるこ 

  と。 

（６）プラグやコネクタ等により接続する配線の端部には接続先を表示したタグを付ける 

  こと。また、取扱上、特に注意を要する箇所についてはその旨の表示を行うこと。 

（７）美波局においてＡＤＳＬ回線からモバイル回線への変更が行われることから、欠測 

   期間を最小限にするため、本システムの更新は回線変更と同時期に行うものとする。 

  作業日程については、担当職員と協議の上、調整を行うこと。 

（８）保証期間は検収の日から令和 9 年 3 月 31 日とする。この期間内に機器の性能を維 

   持するために必要な点検等がある場合は、受注者の責任において適宜実施するもの 

  とする。また、本システムに故障、障害、動作不良が発生したとき、次の場合は受 

  注者の負担で速やかに復旧、修理又は良品との交換をするとともに、故障等の内容、 

  原因及び処置について県に報告書を提出すること。ただし、その原因が県に過失が 

  あった場合又は自然災害の場合はこの限りでない。 

     ア）上記保証期間内に発生した場合 

     イ）上記保証期間を経過した場合であっても機器等の欠陥やソフトウェアのバ 

       グにより発生した場合 

 

 

１０ その他                

（１）受注者は、当該機器が故障した際、原子力規制庁委託事業に影響が出ないような応 

  急措置、平常時の動作保証及び保守点検等のサポートが可能であること。 

（２）地震等の振動による機器の転倒・破損の被害を最小限に抑制するため、適切な耐震 

  対策を施すこと。 

（３）装置の設置、動作確認後、モニタリングポストから出力されたデータの確認方法を 

  はじめとするシステム取扱い方法についての教育訓練を県（日常点検委託業者含  

  む。）に対して行うこと。 

（４）既設の装置は、指定の場所に移動させること。 

（５）装置の設置等に伴い生じる梱包資材等については、特に指定するものを除いて、受 

  注者の責任において場外に搬出し、適切かつ適法に処分すること。 
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（６）設置作業においては、安全に配慮すること。万一、人に傷害を負わせ、又は物品等 

  に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応し、補償すること。 

（７）納入品に不良等があった場合は、交換又は速やかな対応処置を行うこと。 

（８）納品後のアフターケアについては、円滑な運用に必要なサービスを誠実かつ十分に 

  行うこと。 

（９）本仕様に記載のない事項であっても、運用上または社会通念上必要な事項について 

  は充足するものとする。 

 



モニタリングポストオンラインシステム　構成図 別紙１

※赤線の部分が今回の更新範囲

UPS UPS
モニタリングポスト ＬＡＮ ＬＡＮ VPN ＬＡＮ ＯＮＵ 光回線 LAN LAN LAN
鳴門局 ルーター

ディスプレイ LAN

UPS モバイルルーター相当

モニタリングポスト ＬＡＮ ＬＡＮ VPN モバイル ＶＰＮ 光回線 ＬＡＮ ＬＡＮ ＵＳＢ
美波局 ルーター

ディスプレイ ※現在はADSL回線 県
　R7年度中にモバイル回線に変更 収集ｻｰﾊﾞ

LAN
UPS

モニタリングポスト ＬＡＮ ＬＡＮ VPN ＬＡＮ ＯＮＵ 光回線 ＬＡＮ
三好局 ルーター

ディスプレイ

　LAN

モニタリングポスト RS232C
徳島局

ディスプレイ

保健製薬環境センター内
徳島保健所内

ONU

ISP

光回線

ＯＮＵ

時刻補正

インターネッ
トルーター

ファイアウォール

警報装置

アダプタ

UPS
ルーター

ディスプレイ

送信機

送信機

送信機

送信機

装置

ＯＮＵ VPN
ルーター

プリンタ



                                別紙２ 

都道府県から送信されるモニタリングポストデータ 

（CSV ファイル）のフォーマット 

 

・1 データ／1 行とし、次表に示す内容をカンマ区切りで記載。 

No. データ項目 データ 備考 

1 行の種別コード 01 固定 

2 都道府県コード 01～47 01：北海道 

 

 

47：沖縄県 

3 モニタリングポストの 

識別コード 

01～99 モニタリングポスト識別

のため都道府県が任意で

付したコード 

4 測定終了年月日 yyyy/mm/dd (例)2018/07/23 

5 測定終了時刻 hh:mm (例)08:30 

6 モニタリングポストの 

状態コード 

0 固定 

7 モニタリングポストデータ

の積算時間（分） 

10 固定 

8 線量率（μGy/h） 指定なし (例)0.0436 

9 計数率（cps） 指定なし (例)114.1 

10 備考 指定なし 未使用 

・行末の改行コードは「CR＋LF」を使用。 

・文字コードは Shift-JIS とし、データは半角英数字で記述。 

・送信は FTP（パッシブモード）を使用。 

・線量率は有効数字 3 桁、計数率は小数点以下第 1 位までとする。 

・モニタリングポストの識別コードはそれぞれ次の番号を付与する。 

01＝徳島局、02＝鳴門局、03＝美波局、04＝池田局 

＜データ例＞ 

「2018 年 7 月 23 日、徳島県（都道府県コード＝36）、モニタリングポストの識

別コード＝01」の場合 

■CSV ファイル名＝0120180723.csv 

■内容 

1 行目：01,36,01,2018/07/23,00:10,0,10,0.0437,112.7,[CR+LF] 

2 行目：01,36,01,2018/07/23,00:20,0,10,0.0439,113.8,[CR+LF] 

 

 

143 行目：01,36,01,2018/07/23,23:50,0,10,0.0444.114.6,[CR+LF] 

144 行目：01,36,01,2018/07/23,24:00,0,10,0.0436,114.1,[CR+LF] 

・
・

・ 

・
・

・ 



徳島県知事　殿

徳島県が行う、モニタリングポストオンラインシステム　一式　の入札については、次の機種、仕様等で応札します。

種別 個数

１　下表の仕様等を満たすこと。

種別 可否欄 判定欄

連絡先電話

ファクシミリ

E-mail

機器名 メーカー名 型番

令和　　年　　月　　日

モニタリングポストオンラインシステム　一式　応札仕様書

住所

商号

代表者役職・氏名

担当者名

（１）県収集サーバ（24時間稼働仕様）

項目 基本性能・条件 貴社が納入する製品の仕様

サーバ
本体

CPU Intel Xeon E-2414 同等以上

OS
Windows11pro、Windows server2022、Linux
等、稼働実績があり、納品後5年間のサポート期
限が保証されたOSであること。

メモリ 16GB以上

インターフェース 1000Base-T×2以上 、USB3.x×2以上

電源スイッチ 誤操作防止のロック機構等を設けること。

ストレージ（SSD） 500GB 以上

RAIDコントローラー RAID1（ミラーリング搭載）

ソフト
ウェア

データ収集・転送
機能

各測定局の送信機から測定データ（線量率及び
計数率の1分間値及び10分間値）を収集し、線量
率及び計数率の10分間値をポストごとに指定
フォーマットのCSVファイルとして指定の宛先に
10分間に1回ファイル転送を行うこと。なお、
ファイル転送にはFTPプロトコルを用いること。
また、ファイル名及びフォーマットは別紙２の
とおりとする。

警報発令

測定データの状態コードを読み取り、正常値以
外（データ欠測時含む。）の場合、直ちに警報
を発令する。なお、警報の種類は、機器異常、
調整中及び高線量の3種類とする。



警報装置

データ保存機能
測定データを365日分以上自動保存する機能を有
すること。

時刻補正
1日1回以上、時刻補正装置から情報を取得し、
時刻補正を行うこと。

ソフト
ウェア

メール通報機能

警報が発生した場合に、あらかじめ登録された
メールアドレスに通報できること。
・メールアドレスは50件以上登録できること。
・測定局及び警報項目毎に、メール通報の有無
　が設定可能なこと。
・通報内容、通報連絡先、高線量値、データ欠
　測継続時間は担当職員が編集可能なこと。
・同一警報が発生し続けた場合の重複通報の有
　無が設定できること。
・テストメール送信機能があること。

データ表示機能 各局の線量率の10分間値が表示できること。

ファイア
ウォール

機器
ファイアウォール専用機であること。
（汎用のOSにﾌｧｲｱｳｫｰﾙｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝをｲﾝｽﾄｰﾙしたも
のは不可）

インターフェース 10/100/1000BASE-T×4以上

ログ管理
本ソフトウェアを起動してから終了するまでの
動作内容をログファイルに出力し、県収集サー
バに保存ができること。

セキュリティ
 （ユーザ認証・不
正アクセス防止）

本システムのログインは、ID、パスワードによ
るユーザ認証を行うこと。また、利用者ID及
び、管理者IDによる機能のアクセス制御を行
い、アクセス記録を取得すること。なお、パス
ワードは担当職員が任意のものに変更すること
ができること。

ﾌｧｲｱｳｫｰﾙｽﾙｰﾌﾟｯﾄ
10/10/6Gbps
（1518/512/64 ﾊﾞｲﾄUDP ﾊﾟｹｯﾄ）以上

ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ同時ｾｯｼｮﾝ 500,000以上

セキュリティ
 （ウイルス対策）

ウイルス対策ソフトを導入すること。なお、ウ
イルス定義ファイルの更新は、インターネット
を介して自動でアップデートを行う方法及び保
守サービスによりオンラインでアップデートを
行う方法の両方が選択可能であること。

RAM 256MB以上

ﾌｧｲｱｳｫｰﾙﾙﾎﾟﾘｼｰ 5,000以上

性能
Webフィルタリング、情報漏洩対策、脆弱性ス
キャン等を備えた、統合的なネットワークセ
キュリティ機能を有すること。

プリンタ
最大用紙サイズ A4用紙

両面印刷 自動両面搭載

対応回線
FTTH（光ファイバー）、IP-VPN網、広域イーサ
ネット網、携帯電話網

ディスプレイ
モニター 21インチ以上

最大表示解像度 FHD以上

インターネッ
トルーター、
VPNルーター

インターフェース
LANポート 10/100/1000BASE-T×4以上
WANポート 10/100/1000BASE-T×1以上

スループット 1.5Gbit/s以上

無停電電源
装置

性能
停電時に5分以上供給可能で、自動シャットダウ
ンできること。また、無停止バイパス機能を装
備していること。

出力容量 1000VA以上

性能
警報を検知光及び音で知らせること。なお、検
知光は、機器異常、調整中及び高線量の区別が
できること。

時刻補正装置
（GPSタイム
サーバ）

性能
GPSから時刻情報を取得し、ネットワーク機器及
びシステム機器などへ時刻情報を提供できるこ
と。

内部時計精度 ±1ミリ秒以内（GPS衛星電波の正常受信時）



種別 可否欄 判定欄

ログ管理
本ソフトウェアを起動してから終了するまでの
動作内容をログファイルに出力し、送信機に保
存ができること。

（２）徳島局送信機、鳴門局送信機、美波局送信機、三好局送信機（24時間稼働仕様）

項目 基本性能・条件 貴社が納入する製品の仕様

送信機
本体

CPU 送信機の機能が実行できる性能を有すること。

OS
送信機の機能が実行できるOSを備え、納品後5年
間のサポート期限が保証されたOSであること。

インターフェース 1000Base-T×2以上 、USB×4以上

最大表示解像度
徳島局、鳴門局、三好局：SXGA以上
美波局：SVGA以上

対応回線

メモリ 4GB以上

ストレージ 32GB 以上

スループット 1.5Gbit/s以上

データ保存機能
常時、直近72時間の計測データを保持し、リト
ライ時に送信可能であること。

時刻補正
1日1回以上、時刻補正装置又は県収集サーバか
ら時刻を取得し、時刻補正を行うこと。

FTTH（光ファイバー）、IP-VPN網、広域イーサ
ネット網、携帯電話網

無停電電源
装置

性能
停電時に5分以上供給可能で、自動シャットダウ
ンできること。また、無停止バイパス機能を装
備していること。

出力容量

ソフト
ウェア

データ送信機能

モニタリングポスト（徳島局：アロカ(株)製
MAR-23、鳴門局、美波局、三好局：応用光研工
業(株)製FND-303）からデータを収集し、県収集
サーバの中の指定場所にFTPで送信すること。

リトライ機能

通信エラー等により送信できなかった場合は、
通信の復帰後、通常の送信に合わせて、送信で
きなかったデータから直近のデータまでを送信
すること。

VPNルーター

インターフェース
LANポート 10/100/1000BASE-T×4以上
WANポート 10/100/1000BASE-T×1以上

RAM 256MB以上

750VA以上

ディスプレイ
モニター

徳島局、鳴門局、三好局：17インチ以上
美波局：8インチ

２　提出書類

受注者は以下のとおり、関係書類を日本語で作成の上、紙媒体及び電子媒体（CD-R又はDVD-R等）で提出すること。

分類 名称 部数 提出時期

各２部 契約後速やかに
全体管理 業務計画書

（工程表、整備体制表等）

（ ）
ハードウェア仕様書

各２部 製作前 設計後速やかに
設 計 （機器諸元、機器仕様等）

（ ）ソフトウェア仕様書 各２部 製作前 設計後速やかに

操作教育 操作マニュアル 必要部数 操作教育時

その他 完成図書 本更新作業完了時

（機器一覧表、各種仕様書、各種 （図書の内容は、県と協
各２部

機器取扱説明書、機器設定書、Ｉ 議の上、決定するものと

Ｐアドレス一覧、作業写真等） する ）。

その他、県が必要と認める書類 必要部数 別途県が指定する期限



　

４　その他

　・応札仕様書を提出する際には、仕様を満たしているかどうかが確認できるカタログ等の添付をしてください。
　・カタログには通し番号（Ａ，Ｂ，Ｃ・・・）を記載し、カタログの該当記載事項には、赤の下線を付け（又は
　　マーカーで塗り）、各ページの上部に付箋を貼ってください。

（１）受注者は、当該機器が故障した際、原子力規制庁委託事業に影響が出ないような応急措置、平常時の動作保証
　　　及び保守点検等のサポートが可能であること。
（２）地震等の振動による機器の転倒・破損の被害を最小限に抑制するため、適切な耐震対策を施すこと。
（３）装置の設置、動作確認後、モニタリングポストから出力されたデータの確認方法をはじめとするシステム取扱
　　　い方法についての教育訓練を県（日常点検委託業者含む。）に対して行うこと。
（４）既設の装置は、指定の場所に移動させること。
（５）装置の設置等に伴い生じる梱包資材等については、特に指定するものを除いて、受注者の責任において場外に
　　　搬出し、適切かつ適法に処分すること。
（６）設置作業においては、安全に配慮すること。万一、人に傷害を負わせ、又は物品等に損害を与えた場合は、受
　　　注者の責任において対応し、補償すること。
（７）納入品に不良等があった場合は、交換又は速やかな対応処置を行うこと。
（８）納品後のアフターケアについては、円滑な運用に必要なサービスを誠実かつ十分に行うこと。
（９）本仕様に記載のない事項であっても、運用上または社会通念上必要な事項については充足するものとする。

３　設置場所

　　仕様書記載のとおり

４　納入期限

　　令和８年１月３０日

５　仕様書提出上の注意事項

３　留意事項

（１）既設のシステムからの更新については、できる限り早期に設置、接続作業を完了させ、更新作業を行うにあ
　　　たって生じる欠測時間を最小限にすること。
（２）本システムの構築にあたり、特許権、著作権その他の第三者の権利の対象となる製造方法あるいは意匠等を利
　　　用する場合は、受託者はこれらの権利使用に関する一切の責任を負うこと。
（３）既設の県収集サーバから既存データを取り出し、新設する県収集サーバに保存すること。
（４）納入場所の指定箇所で据付、接続及び調整等を行い、モニタリングポストのデータ収集及び国の収集サーバへ
　　　のデータ転送等が適正に行われていることを確認すること。
（５）停電後の電源復帰の際、自動的に電源切断前の状態に復帰し、測定を続行できること。
（６）プラグやコネクタ等により接続する配線の端部には接続先を表示したタグを付けること。また、取扱上、特に
　　　注意を要する箇所についてはその旨の表示を行うこと。
（７）美波局においてＡＤＳＬ回線からモバイル回線への変更が行われることから、欠測期間を最小限にするため、
　　　本システムの更新は回線変更と同時期に行うものとする。作業日程については、担当職員と協議の上、調整を
　　　行うこと。
（８）保証期間は検収の日から令和9年3月31日とする。この期間内に機器の性能を維持するために必要な点検等があ
　　　る場合は、受注者の責任において適宜実施するものとする。また、本システムに故障、障害、動作不良が発生
　　　したとき、次の場合は受注者の負担で速やかに復旧、修理又は良品との交換をするとともに、故障等の内容、
　　　原因及び処置について県に報告書を提出すること。ただし、その原因が県に過失があった場合又は自然災害の
　　　場合はこの限りでない。
　　　　　ア）上記保証期間内に発生した場合
　　　　　イ）上記保証期間を経過した場合であっても機器等の欠陥やソフトウエアのバグにより発生した場合


